


●割引契約施設情報
○新規契約施設のお知らせ

　リフレッシュ補助券等が使用できる契約施設が追加となりました。

業　種 施　設　名 リフレッシュ 永年勤続
旅行会社 農協観光神奈川支店 ○ ○

市外ホテル

美浜レステル ○
白樺湖ロイヤルホテル ○
INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜 ○
広島安芸グランドホテル＆SPA ○

飲 食 店
髙島屋横浜店内飲食店※ ○
横浜 星のなる木 ○
クルーズ・クルーズ YOKOHAMA ○

入浴施設
RAKU SPA 鶴見 ○
芹が谷 極楽湯 ○
ファンタジーサウナ＆スパ　おふろの国 ○

　髙島屋横浜店内のすべての飲食店において、飲食とテイクアウトメニューでリフレッ
シュ補助券を使用できます。

○補助券の使用期限
　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券の使用期限は、年度末の令和３年３月
31日までとなりますので、有効にご活用ください。（永年勤続会員旅行補助券につきまし
ては、下の枠内も参照してください。）

　【補助券対象施設 URL】https://hamagojo.com/yutai-search/

○市内ホテルでのテイクアウトグルメ等、食品の購入にリフレッシュ補助券が使えます。
　令和２年度リフレッシュ補助券で市内ホテルのテイクアウトグルメ等が購入できるよう
になりました。
　対象施設は互助会ホームページをご覧ください。
　【市内ホテルテイクアウトメニューURL】
　　　　https://hamagojo.com/rifuretakeout-top-2/

※ 髙島屋横浜店内飲食店及び市内ホテルでのテイクアウトグルメ等食品の購入にリフレッ
シュ補助券を使用することにつきましては、今年度限りの対応となる予定です。令和３
年度以降の対応につきましては、決まり次第お知らせします。

●永年勤続会員旅行補助券の期間延長について
○ 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、今年度内に永年勤続会員旅行補助券を使用で

きないケースも予想されます。このため、令和３年３月末までに使用できなかった永年勤
続会員旅行補助券につきましては、使用期限を令和４年３月末まで延長した補助券を、令
和３年６月中に該当者に配付します。
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●体験 REPORT 市内レストラン「アルテリーベ」
　８月にこのレストランを利用した女性会員の方に、レストランの感想とおすすめポイントな
どをお伺いしました。

―  今回はどのようなメンバーで利用しまし
たか？

　娘の誕生日に２人でランチで行きました。
― レストランの印象はいかがでしたか？
　天井が高く、シャンデリアがきらめき、中
央にクラシカルなピアノ、重厚なソファー席

と椅子席、密をさけるため隣席とは離れ、ゆったりとした空間です。
　まるで、映画のワンシーンのような雰囲気でした。
― お食事はいかがでしたか？
　コース料理を注文しました。アミューズから始まり６品、フォ
アグラ使用のソースや、トウモロコシの冷製スープは自然の甘
さで絶妙、鱸（すずき）のポワレ、鴨フィレのローストも絶品、
どのメニューにも赤緑黄色の夏野菜がふんだんに添えられ、目
にも鮮やかでした。デザートのチェリーのソルベは爽やかな口
当たり、「お誕生日おめでとう」のプレートは、娘が喜んでい
ました。

―  レストランの印象や会員の皆様へのおすすめポイント
は？

　ピアノとヴァイオリンの生の音色が楽しめ、リクエス
トにも応えてもらい、アニバーサリーな１日になりまし
た。演奏者、ソムリエ、スタッフの方々は気取らず感じ
が良く、リラックスしてお食事を楽しめました。特別な
記念日に大切な人へ、ちょっと気恥
ずかしくて言葉にできない感謝の気

持ちを、リフレッシュ補助券を使って伝えることができ、大満足です。

●東急ハーヴェスト利用券プレゼントの抽選結果

互助会ニュース第６号掲載の施設利用券プレゼントにつきましては、多くの方よりご応募い
ただき、ありがとうございました。当選された方には結果をお知らせし、10月28日に施設
利用券をお送りしました。
応募者数  241件
当選者数  13件
厳正なる抽選の上、13名の会員の方を当選といたしました。
※ なお、１名で複数ご応募いただいた方につきましては、１名につき１件のご応募として

カウントさせていただきました。
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互助会60周年記念事業参加者募集
★劇団四季公演★
１　実施公演
（1）ミュージカル『キャッツ』（キャッツ・シアター／大井町、一般料金12,100円）
　　令和３年３月20日（土） 13時30分 Ｓ席（申込番号①）
　　令和３年３月28日（日） 13時30分 Ｓ席（申込番号②）
（2）ミュージカル『ライオンキング』（四季劇場［夏］／大井町、一般料金11,000円）
　　令和３年３月21日（日） 13時 Ｓ席（申込番号③）
　　令和３年３月27日（土） 13時 Ｓ席（申込番号④）
（3）ミュージカル『オペラ座の怪人』（JR 東日本四季劇場［秋］／浜松町、一般料金11,000円）
　　令和３年３月６日（土） 13時 Ｓ席（申込番号⑤）
　　令和３年３月14日（日） 13時 Ｓ席（申込番号⑥）

２　募集人数 ‥‥ 各回25名ずつ

３　会員負担額
大人1名5,000円、子ども（ご観劇日当日小学校６年生以下）1名2,000円

（ただし、『オペラ座の怪人』には子ども料金の設定はありません。）
　※注意事項
　　・２歳以下の乳幼児は入場不可
　　・観劇日当日３歳以上有料（膝上の観劇は不可）

★コンサート（ミューザ川崎シンフォニーホール）★
１　実施公演
（1）阪田知樹ピアノ・リサイタル（一般料金5,000円）
　　令和３年３月７日（日） 13時30分 全席指定（申込番号⑦）
　　フランツ・リスト・コンクールにて審査員満場一致で優勝 ! !
　　今もっとも勢いに乗る注目のピアニストです。
（2）石田組（一般料金5,000円）
　　令和３年４月11日（日） 13時30分 全席指定（申込番号⑧）
　　業界を牽引するほどの存在となった石田組 ! !
　　組長：石田泰尚の地元で繰り広げる熱きステージに乞うご期待 ! !

２　募集人数 ‥‥ 各回50名ずつ

３　会員負担額
大人1名1,000円（子ども料金の設定はありません。）
※曲目等詳細は http://www.kanagawa-geikyo.com をご覧ください。

★申込方法★
詳細は互助会ホームページに掲載しています。
互助会のホームページに申込フォームがありますので、そこから直接メールを送信してください。
令和３年２月１日必着でお申し込みください。
なお、コロナの影響により公演が中止になる場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

互助会ホームページ　https://hamagojo.com/
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  ●永年勤続退職者旅行券引換券について
 【互助会ガイド10ページ掲載】

　長年（勤続10年以上）教職等でご活躍くださった会員の方に対し、退職又は
死亡時に、永年勤続退職者旅行券引換券を配付します。配付時期及び配付方法
は次のとおりです。なお、現在再任用・任期付等職員の方は対象外です。

●配付時期：令和３年３月中旬（予定）に、学校等を通じて配付します。

●引換期間：令和３年４月１日から令和４年３月31日まで
　※令和３年３月中は引換えができませんので、ご注意ください。

●配付券面額：勤続10年以上20年未満（50,000円相当）
　　　　　　　勤続20年以上30年未満（100,000円相当）
　　　　　　　勤続30年以上（130,000円相当）

広 告
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●今年度末の諸手続 【互助会ガイド４、15、16ページ掲載】

１　今年度末に退職、異動、転出となる会員
　退職（定年、自己都合、死亡）、教育委員会事務局等への異動、国大附属、県機関へ転出の方は、
互助会、県振興会（神奈川県教育福祉振興会）ともに退会届の提出が不要となります。
　※詳細については後日、各所属にメールで送付する依頼文をご確認ください。

退会時に必要な手続

項　目 内　　　容

会員証
・ 年度末退職等で退会される方は会員証を破棄してください。（返却

不要）
・県振興会の会員証は、県振興会へ返却してください。

団体扱い生命保険
生活年金共済

・ 退職、異動等で会員の資格を喪失すると、団体扱い生命保険は個人
扱いになります。(支払い方法等については直接、契約している保
険会社にご確認してください。）

・ 生活年金共済に加入されている方は、３月末日で脱退となります。
（手続不要）

・ 退職後、再任用教職員として引き続き互助会会員の場合は、団体扱
い生命保険、生活年金共済とも継続加入となります。（手続不要）

２　休業や無給休職となる会員
・ 自己啓発等休業、配偶者同行休業、大学院修学休業、自己啓発休職に該当する会員は、会員

資格は中断となり、復帰後に復活します。（手続不要）
・期間中は会費の徴収はありません。また、リフレッシュ補助券の配付もありません。
・中断期間中に祝金等の給付事由が発生した場合は、復帰後に請求可能です。

３　未加入者の加入
　現在まで互助会または県振興会に加入されていない方で、４月１日付の加入を希望される
方は、加入申込書を３月31日（水）までに互助会へ提出してください。
　４月１日付加入の場合は、互助会のリフレッシュ補助券（8,000円）の配付対象となります。
ぜひ、この機会に互助会への加入をご検討ください。
　※過去に任意退会した方は、再加入できませんのでご注意ください。
　※様式は互助会ホームページからダウンロードしてください。

●互助会の住所が変わりました
令和２年10月19日より互助会事務局の住所が変更になりました。

【新住所】
〒222-0022
横浜市西区花咲町６丁目145番地
横浜花咲ビル 6Ｆ（花咲研修センターのあるビルです。）
TEL 045-305-6800　FAX 045-620-9012
Ｅメール kaiin@hamagojo.com
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●給付金請求書の提出期間 【互助会ガイド11、12ページ掲載】

　次の給付金の請求書の提出は、下の表の期間内にお願いします。

給付金種別 提出期間 支払期日
義 務 教 育 修 了 祝 金 ２/１（月）～２/10（水） ３/16（火）
就 学 祝 金 ４/１（木）～４/12（月） ５/17（月）

・ 給付金請求書（第８号様式）は、互助会ホームページからダウンロードしてく
ださい。

・会員番号は、７桁の職員番号を記入してください。
・給与に加算して給付金を支給するため、請求書の振込先欄の記入は不要です。
　（振込先欄に記入があった場合も、給与に加算して支給します。）
・ 退職後に在職中の給付を請求する場合や、教職員以外など給与に給付金を

加算できない会員は、振込先欄の記入が必要となります。

●第37回生活年金共済 （任意加入部分）からのお知らせ
  （令和３年２月１日～令和４年１月31日）

項　目 内　　容

正規保険料
１口 月額1,101円（死亡・高度障害保険金300万円）
障害特約対象外の場合 １口 月額990円（死亡・高度障害保険金300万円）

互助会に連絡が
必要となる場合

・ 保険金・給付金の支払事由が発生したとき（死亡・高度障害、障害
年金１、２級に該当の場合）

・保険金の受取人を変更するとき
・改姓したとき
・年度途中で互助会を退会するとき

注意事項
・ 保険料が２か月連続で未納になると失効（未納月から脱退）となり

ます。
・保険期間途中での脱退は配当金還付がありません。

※ 第36回生活年金共済の配当金は、令和３年３月16日の給与に加算します。（令和３年１月分保険料が
期限を過ぎて未納となった場合には配当金が支払われませんのでご注意ください。）

※ 生活年金共済は、１年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合に、配当金としてお支払いするしく
みとなっています。配当率はお支払い時期の前年度決算で決定するので将来支払配当金額は現時点で
は確定していません。

※障害保険金・障害初期給付金は64歳までの本人のみ保障対象です。
※ 死亡保険金・高度障害保険金・障害保険金は重複して支払われません。

また、障害初期給付金のお支払いは１回限りです。（制度内容等詳細は
パンフレットをご確認ください。）

 MY-A-20-他-008088
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